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平成２６年（ネ）第１２６号	
 大飯原発３，４号機運転差止請求控訴事件 

一審原告	
 松田正	
 外１８４名 

一審被告	
 関西電力株式会社 

 

控訴審第３５準備書面 
（本件原発周辺の地盤調査結果（乙４９）は特異な構造の存在を示すこと） 
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１	
 一審被告による地盤調査 

	
 一審被告は，本件原発の基準地震動の策定にあたり，地盤の増幅特性を評価す

るために地下地質構造の調査を行い，浅部地盤については，ＰＳ検層，試掘坑弾

性波探査，反射法地震探査の各調査を実施し，その結果，ＰＳ検層，試掘坑弾性

波探査により敷地浅部に硬質な地盤が広がっていることを確認し，反射法地震探

査によって，地層の極端な起伏等の地震の伝播に影響を与えるような特異な構造

が認められないことを確認した，としている（一審被告準備書面（３６）９０〜

９５頁，乙４９の９〜１９頁）。 

２	
 一審被告による反射法地震探査結果の評価の問題点 

（１）赤松純平氏の指摘  

	
 このうち，反射法地震探査の結果の評価について，元京都大学防災研究所助

教授赤松純平氏によって，同調査の結果を解析して得られた深度断面の図にお

いては，横方向に広がる反射の層は水平ではなく，連続性に欠けていて回折波
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1が見られることが指摘されたとことは，既に述べたとおりである（一審原告ら

控訴審第３２準備書面１１，１２頁，甲４７８の３，４，１０頁）。  

（２）一審被告の反射法地震探査結果の評価は物理探査学の初歩的誤りであること  

この点，一審原告代理人らが，東京大学名誉教授，元物理探査2学会会長で，

我が国を代表する応用物理学者である石井吉徳氏3と面談したところ，関西電力

による調査結果の評価の誤りが，再び明らかになった。 

	
 すなわち同氏は，一審被告の平成２７年１月付け「大飯発電所の基準地震動

調査について」（乙４９）において提出された分析結果について，「特異な構

造は認められない」どころか「特異な構造」だらけであり，深度断面（１７，

                                            
1 すきまのある板を平面波の波面に平行に置くと，波はすきまを通り抜け，板の背後の部分まで回

り込み（下図），このような現象を波の回折という。隙間の幅が波の波長と同程度以下になると，回

折が目立って現れる。波は回折によって，障害物の後方にもまわりこみ，このときも，障害物の幅が

波長と同程度以下になると，回折が目立ってくる。 

 

 
2 電気，磁器，振動，熱などの物理現象を使って地下を探る，あるいは探査することを「物理探査」

という。物理探査は，石油や天然ガスを探すとき，砂漠で水を探すとき，不発弾を探すとき，金や

銀，鉄などの鉱脈，鉱物資源を探すときにも物理探査は活用されている。もちろん，防災に関連し

た活断層調査，地盤の調査にも物理探査はなくてはならない調査手法となっている。 

 物理探査は，利用する物理現象によって，弾性波探査，電気探査，磁気探査，電磁気探査，電

磁探査，重力探査，放射能探査，地温探査などに分けることができる。 

 このうち弾性波探査は，地下を伝わる弾性波（P 波，S 波）速度の違いを明らかにする方法であ

り，地震探査ともよばれる。自然の地震を利用して地下構造を調べることも，ダイナマイトや震源車

などで人工地震を起こして地下の速度構造を求めることもある。また，波の伝わり方の違いから，屈

折法地震探査（屈折波の伝わり方から地下の速度構造を調べる）と反射法地震探査（反射波の伝

わりから地下の速度構造を調べる）に分けることもできる。 
3 石井氏は，１９５５（昭和３０）年に東京大学理学部の地球物理学科を卒業した後，帝国石油や石

油開発公団に勤務して，油田の調査などのため，地下の地質構造の探査を行ってきた。 

同氏は昭和６３年７月２２日，竹下登総理大臣（当時）から日本学術会議会員に任命された。 

 また，物理探査学会の会長を，１９８４（昭和５９）－１９８５（昭和６０）年と１９８８（昭和６３）－１９８９

（平成元）年の２回務めた。 
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１８頁）の図の反射の層に見られるでこぼこや曲がりくねった形状は，多数の

回折波の存在を示し，複雑な地下地質構造の証拠といえ，異常がある典型だと

述べた。 

	
 例えば声を出す人と聞く人の間に板があると，音の波動は板を迂回して進む。

これが回折波である。同様に地震波も，あたかも音の波動が板を迂回するよう

に，これまで進んできた地質とは性質が違う断層のところではそのまま波を通

さないところがるため，そのようなところでは波が回折することになる。そし

て，そこを起点とする波と，もともとの波源を起点とする波があり，これらが

いくつも複雑に組み合わさっていることがでこぼこな波形に示されている（ま

た，性質の異なる，屈折率の異なる地質では，波動が屈折することもある。こ

れによっても，波動の複雑さが増すことになる。）。 

	
 上記深度断面の図には，１７頁の図にも１８頁の図にも，多数のでこぼこや

曲がりくねった形状の反射の層が見て取れるのであり，断層等の特異な形状が

存在することは明らかである。 

	
 このように，一審被告による本件原発敷地の反射法地震探査の結果の評価は，

物理探査学の専門家による評価とは思われない初歩的な誤りを犯しており，到

底科学的な評価とはいいがたいものなのである。 
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（３）地下地質構造の確認不足は安全設計の根幹に関わること  

	
 いうまでもなく，震源で発生した地震がどのように原発施設を揺らすかは，

伝播特性及びサイト特性に関連する地下地質構造によって大きく左右されるの

であり，このことは一審被告自身も認めている。一審被告は，基準地震動がス

ケーリング則を用いて計算される地震のいわば平均像である（＝理論的には実

際に起こる地震にはばらつきがあり得る）ことを認めつつ，本件原発について

は地下地質構造を十分確認し，震源特性，伝播特性及びサイト特性に問題がな

いことを確認しており，本権原発が基準地震動を超える地震に見舞われること

はない，と繰り返し主張してきたのである。 

	
 しかし，上記赤松純平氏の指摘に加えて物理探査学界の泰斗というべき石井

吉徳氏によって一審被告の地盤調査に重大な欠陥があることが明らかになった

今，一審被告の上記安全性に関する主張は根底から覆されているといえる。今

回，石井氏の意見書を甲４９４として提出するが，上記につき詳細を明らかに

するには，同氏の尋問が不可欠である。 

３	
 一審被告による調査方法にも問題があること	
  

	
 また，最先端の技術を使うべきであるが，一審被告はそうしていない。 

	
 例えば，石油探査ではより深い地質を調査できるようになっており，３次元探
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査が行われている4。また，文部科学省の「ひずみ集中帯による重点観測研究」で

は，新潟県付近を中心として地下数十キロにわたった地震探査が行われている5。 

一審被告がやっているのは古典的な調査であり，今日の科学的・技術的知見に

照らすと，もはや合理的とはいえないものである。さらに，一審被告は，地震探

査においてどのような周波数を用いたのかも明記しておらず，探査の信頼性が十

分に確保されていない（少なくとも不明である）。未だにこのような調査を行っ

ているのは，今日の科学技術水準からほど遠い，不合理極まるものと言わざるを

得ない。 

	
 この点でも，一審被告の安全性に関する主張は合理的根拠のあるものとは到底

いえない。 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 以	
 上 

                                            
4 「最新の物理探査適用事例集」掲載論文「石油・天然ガス分野における物理探査の現状と将来」

（甲 495），「貯留層モデルの構築のための地震探査データの高分解能化処理」（甲 496）など 
5 平成２０年度から開始された，新潟地域から秋田県北部までの日本海東縁と日本海側の褶曲帯

下の震源断層の解明を目的とした地殻構造探査。 


